
 

事 務 連 絡 
令和２年１２月３日 

 
 
各地方公共団体（各都道府県、各市町村、各事務組合等） 
  公立学校に係る高等教育の修学支援新制度担当課    御中 
 
各地方公共団体（各都道府県） 
 私立専門学校に係る高等教育の修学支援新制度担当課  御中 

 
 

文部科学省 高等教育局         
 学生・留学生課 高等教育修学支援室  

 
 

機関要件の確認事務に係る届出について 
 
 

 高等教育の修学支援新制度における機関要件の確認事務について、御理解・御協力を賜

り、誠にありがとうございます。 
 機関要件の確認を受けた大学等（以下、「確認大学等」という。）に係る確認の取消し、

確認の辞退、名称等の変更については、各届出等所定の手続きが必要となっているところ

です。 
 この度、各届出について別紙のとおりまとめましたので、該当がある確認大学等は、そ

れぞれの手続きに従い遺漏なく対応くださるようお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本件問合せ先） 
文部科学省 高等教育局 
 学生・留学生課 高等教育修学支援室 
e-Mail：koto-syugaku-chihou@mext.go.jp 
※お問合わせは、メールにてお願いします。 



 

事項 概要 主な手続き 

確認の取消し 
 

【根拠規定】 

・修学支援法第９条第１項 

・施行規則第８条第１項 

確認大学等の設置者は、確

認大学等が、確認要件を満

たさなくなったときは、遅

滞なく、その旨を機関要件

確認者に届け出なければな

らない。 

①確認要件を満たさなくなった旨 
 の届出（設置者） 
②①の届出を受けた旨の公表（確 
 認者） 
③確認を取り消した旨の公表（確 
 認者） 
※確認を取り消された大学等の設置者は、取

消しの日から起算して３年を経過した日

以降でなければ、確認申請を行うことはで

きない。 

確認の辞退 
 

【根拠規定】 

・修学支援法第９条第１項 

・施行規則第８条第１項 

 

確認大学等の設置者は、確

認大学等に係る確認を辞退

しようとするときは、確認

大学等に係る確認を辞退す

る１年前までに、その旨を

機関要件確認者に届け出な

ければならない。 
※確認大学等が廃止される

場合は、当該届出を行う

こと。 

①確認を辞退しようとする旨の届

出（設置者） 
②①の届出を受けた旨の公表（確 
 認者） 
※①から確認を辞退する日（確認大学等でな

くなる日）の到来までの間に、更新確認申

請の時期（毎年４～６月）が訪れた場合、

機関要件確認者に更新確認申請書の提出

が必要。 

名称等の変更 
 

【根拠規定】 

・修学支援法第９条第１項 

・施行規則第８条第１項・第２項 

 

確認大学等の設置者は、確

認大学等の名称及び所在地

並びに設置者の名称及び主

たる事務所の所在地に変更

があったときは遅滞なく、

その旨を機関要件確認者に

届け出なければならない。 

①確認大学等の名称等の変更があ 
 った旨の届出（設置者） 
②①の届出を受けた旨の公表（確 
 認者） 
③①の届出内容の文部科学省への

報告（確認者） 

※手続きの詳細は、「機関要件の確認事務に関する指針」を参照し対応すること。 
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/detail/1418410.htm 

 
 
【参考】 

〇大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）（抄） 

 第７条（略） 

 ３ 文部科学大臣等は、確認をしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法に

より公表しなければならない。 

 第９条 確認大学等の設置者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文部科学省令で

別 紙 



 

定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければな

らない。 

  一 当該確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。 

  二 当該確認大学等に係る確認を辞退しようとするとき。 

  三 当該確認大学等の名称及び所在地その他の文部科学省令で定める事項に変更があったとき。 

 ２ 第７条第３項の規定は、前項の規定による届出があったときについて準用する。 

 

〇大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第６号）（抄） 

 第８条 確認大学等の設置者は、法第９条第１項第１号又は第３号に該当することとなったときは遅滞

なく、同項第２号に該当することとなったときは当該核大学等に係る確認を辞退する一年前までに、

その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。 

 ２ 法第９条第１項第３号の文部科学省令で定める事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設

置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。 

 


